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Ⅰ　はじめに
（１）児童虐待と貧困の関連について
　戦前の児童保護事業の時代には、間引き・棄
児等の家族を起因とする児童虐待に加え、児童
労働・人身売買等の貧困を起因とする児童虐待
の横行があり、一部の研究者によって、児童虐
待と貧困の関連を認識した実践が行われていた
（賀川 1920；三田谷 1928）。しかし、戦後、児
童福祉法が成立し、戦災孤児対策などの混乱期
をへて、高度経済成長期には健全育成等が課題
とされ、児童虐待と貧困の関連については、社
会的に直目されてこなかった。
　1970年代になり、コインロッカー事件、心中
事件など子どもが死亡に至る事件が頻繁に起こ
り、子どもの置かれている状況の厳しさはマス
コミで報道された。高度成長期には、母子心中
事件等が報道され、孤立し追い詰められる母親
の存在が明らかになり、育児不安という言葉が
用いられるようになった。1980年代に入り、児
童虐待の対応として、民間の先駆的な活動がい
くつか始まった。1990年には大阪に「児童虐待
防止協会」が、1991年には東京に「子どもの虐
待防止センター」が設置された。
　一方、児童相談所では、児童虐待は、貧困家
庭の養護問題、非行問題として認識され、1981
年『児童相談所事例集（第13集）』（厚生労働省 
1981）において、児童虐待をテーマに特集され
ている。全国の児童相談所において、児童虐待

への対応が組織的に実施されるようになったの
は、児童虐待の増加が社会問題となり、1990年
に児童虐待の統計が開始されてからであった。
2000年「児童虐待の防止等に関する法律」が成
立し、法的介入によるアプローチが重視される
ようになった。しかし、児童虐待対応として適
切な介入と支援ができないため、死亡事件にい
たる重大事件が多発し、2005（平成17）年より、
死亡事例の検証が始まった。第1次検証報告に
おいては、24件25人死亡（平成15年７月１日～
同年12月末日児童虐待による死亡事例）のうち、
保護者の33.3％が経済的不安（失業・無職）であ
ることが判明している（厚生労働省 2005）。
　2014（平成26）年 第10次検証報告において
も、49例51人死亡（平成24年４月１日～平成25
年３月31日心中含まず）のうち「生活保護世帯」
19.2％、「市県民税非課税世帯」15.4％、「市町
村民税課税世帯（年収500万円未満）」 46.2％（い
ずれも有効割合）と生活に困窮している世帯が
多くを占めている。報告では、リスクとして留
意すべきポイントとして、生活環境等の側面と
して、転居を繰り返し、孤立するとともに、生
活上に何らかの困難を抱えていると指摘してい
る。最重度の児童虐待に関する調査で、児童虐
待のリスクとして経済的要因が明らかになって
いる（厚生労働省 2014）。
　近年になり、子どもの相対的貧困率が16.3％
（2012年厚生労働省データ）にのぼり、OECD加
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盟34か国中25位という衝撃的な事実が明らかに
なった。子どもの貧困が注目されるようにな
り、その中で虐待と貧困の関連が指摘されてき
た（阿部 2008、2014；松本 2010；浅井 2010）。
児童虐待やネグレクトの社会環境的な要因に
ついて、アメリカで研究を行ってきた Pelton
は、児童虐待やネグレクトを減らすためには、
社会が貧困やその影響に積極的な方法で対処す
る必要性を主張している。その方法として、第
一には、貧困そのものに直接的に取り組むこと
で、貧困を減らしたり無くしたりすること、第
二に貧困から生じた社会環境的な困難性や物質
的な欠乏状況に直接取り組むこと、第三は、貧
困から生じるストレスに人々が対処することを
援助する事であると述べ、必要なすべての家族
に、社会サービスを提供する単独機能を持つ専
門機関が存在するべきであると主張している
（Pelton 2006：141）。
　イギリスの実証的研究によると、低所得家庭
の内部で、親は貧困の悪影響からできる限り自
分の子どもを守ろうと精一杯奮闘し、特に母
親、その中でも一人親の母親は、自分の子ども
のために、自分は物も活動も我慢して耐えるこ
とも辞さないという結果が報告されている。さ
らに、この守ろうとする姿勢が子どもの側にも
見られ、ニーズや要求の自制、要求の引き下げ、
遠足やクラブ活動と言った社会的活動を自粛
し、社会的な排除に至ると指摘している（Tess 
Ridge：2010）。このように、貧困による影響は、
親による一方的なネグレクトだけでなく、また、
親側の我慢と同時に、子どもの側も自制するこ
とで、結果的に社会活動の経験の減少、社会的
つながりを断ち、次第に孤立に至ると考えられ
る。
　貧困と児童虐待の関連について、松本は、１
つの家族に負いかぶさる複合的な不利が「お
金がないこと」と結びついて強化されて、親

と子どもが追い詰められていく姿を指摘した。
2008、2009年度の２ヵ年間、北海道の児童相談
所の虐待受理事例の分析を行い、その結果、虐
待発生の要因として①経済問題の経験、②離婚
等家族関係の変動、③夫婦間の暴力、④子ども
の障害、⑤親の精神疾患、⑥社会的孤立をあげ
ている。障害や疾病など個々の問題に対する社
会的支援がより充実し、家族の経済的困難に対
応できる社会資源が十分にあれば、避けられる
可能性もあり、予防の観点から、家族の生活基
盤の安定そのものが重要な実践的課題としてい
る（松本 2010）。
　児童虐待と貧困の関連について、児童保護の
時代から、戦後の状況、その後の児童虐待の社
会的認知と法整備、死亡事例検証、さらに子ど
もの相対的貧困状況が指摘されている近年まで
を概観した。子どもへのネグレクトを減少させ
るためには、生活困窮家庭に対して、生活基盤
の改善が重要であること、それにより、虐待予
防になることが推測される。

（２）生活基盤としての教育機会
　子どもの貧困の研究で指摘されるように、生
活困窮によって、親も子どもも生活を自粛、ま
た、子どもは自主的な選択肢が少なく、保護者
の選択や環境的な要因に左右されやすい。例え
ば、行事や部活に参加しない・入浴しない・朝
食をとらない・ゴミを捨てないなど、ネグレク
トの生活環境に陥りやすい。子どもは、基本的
生活習慣が身につかず、家庭学習の習慣もない
ことから、学力不足となり、いじめ・不登校・
引きこもり・非行などに至ることは、周知のと
おりである。
　子どもにとって学習は学校場面では多くをし
めており、学校に行く機会が減少すれば、学習
機会及び社会的経験がより不足することにな
る。
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　教育の効果に関しての研究において、苅谷は、
家庭的背景が学力に大きな影響を及ぼすことを
明らかにし、教育における階層間格差の拡大も
指摘している。特に、小学校より中学校の方が、
学習離れが進み、学校での授業の効果が弱まる
傾向がみられ、とりわけ基本的生活習慣が身に
ついていない家庭の子どもの勉強離れがあり、
学業不振者となる可能性があるという。その結
果、「十分な学習資本をもたない若者が大量に
社会に放り出されることになる」と指摘してい
る（苅谷 2012）。
　また、生活保護制度における教育費保障の観
点から、岡部は、貧困の世代間継承を断ち切る
ためには、現行制度を超えて①高等学校就学費
を生業扶助ではなく教育費として位置づけるこ
と、②教育支援と養育支援の両輪が必要であり、
その上での就労支援、③生活保護枠外の制度の
充実、について提言している。自立支援プログ
ラムの一環として、生活保護受給世帯を対象に
した塾（学習支援）を立ち上げている自治体もあ
るが、自治体間格差があり、偏見・差別などス
ティグマの懸念についても言及している（岡部 
2013）。生活保護世帯の子どもの高等学校等・
大学等就学について、三宅は、①保護の廃止を
含意し「世帯の自立」か「子どもの就労自立」
のを条件とし②「教育」が「世帯の経済的自立」
の「手段」として位置づけられ、③したがって、
「教育＝目的」の観念や「広義の自立」に依拠
する「自立助長」の観点が抜けおちていると指
摘している（三宅 2015）。生活保護における世
代間連鎖を断ち切るための学習支援は、岡部が
指摘するようにスティグマの懸念がある。また
三宅が指摘するように経済的自立の手段と位置
付けられ、本来的な自立支援の観点がなく、運
営されていく可能性もあるが、現状では不明で
ある。
　社会的養護においても、入所児童は十分な学

習機会が確保されてこなかったため、退所後の
社会的自立につなげるため学習支援の重要性が
認識されてきた。児童養護施設における中学生
の学習塾費、部活動費用（実費）が2009（平成21）
年度より認められてきた。高校生は定額の特別
教育費のみであったが、就職に役立つ資格取得
や進学希望の学習塾等の利用も必要であるとい
う指摘があり（厚生労働省 2011）、2015年度か
らは高校生の学習塾代の費用が予算に計上され
ている。なお、社会的養護の高校進学率を一般
世帯と比較すると、全中卒者98.4％、児童養護
施設児95.4％と徐々に改善してきている。しか
し、高卒後の進路に関しては、進学率が低く、
就職が多く、全高卒者中の就職は17.4％である
が、児童養護施設児の場合は70.9％という現状
が認められる（厚生労働省 2015）。
　また、児童養護施設に入所しながら高校進学
ができても、「平成17年度児童養護施設入所児
童の進路に関する調査報告書」では高校中退
率は7.6％で、全国データの2.1％の３倍強と報
告されている（全国養護施設協議会 2006）。平
成21年度～平成23年度の調査では、中退率は
17.2％で、全国の高校中退率1.7％で社会全体の
10倍に上る。また、中退後の生活保護受給率は
6.64％、約３割が連絡先不明になるなど生活困
難に陥りやすく、自治体間・施設間の格差があ
りと報告されている（有村他 2014）。もともと
学力・学費の関係から公立高校に入学できな
かった場合には、私学・サポート校への進学の
選択肢がなく、定時制に限られる例など自治体
間格差の課題も大きい。
　子どもの置かれている教育機会、生活環境の
格差は浮き彫りになり、2013（平成25）年「子ど
もの貧困対策の推進に関する法律」が制定され
た。また、生活保護に至る前段階における自立
支援策の強化を図るため、同年「生活困窮者自
立支援法」が制定されている。「子どもの貧困
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対策の推進に関する法律」では、貧困の世代関
連鎖の解消等を基本方針としており、その具体
的な取り組みの一つとして、地域における学習
支援の促進充実がうたわれた。2015（平成27）年
より、生活保護に至る前の生活困窮者の自立支
援策の強化を図るための支援がスタートし、自
治体による生活困窮家庭の子どもの「学習支援
事業」が任意事業として位置づけられている。
この点から生活困窮の世代間連鎖を防止するた
めに生活保護、生活困窮者自立支援法、子ども
の貧困対策を根拠に学習支援事業が各自治体に
おいて実施され始めているが、実態は千差万別
な状況と考えられる。

Ⅱ　研究方法
（１）研究のテーマ
　このように、子どもの貧困の連鎖を解消する
目的から、学校場面以外の学習支援の取り組み
が着目されているが、これまでも各地域で実施
されている子どもの学習支援は、様々な形態が
存在してきた。例をあげれば、古くは大学生に
よるセツルメント活動、不登校児のためのフ
リースクール、外国につながる子どもの多文化
支援など大学・民間団体・NPOなどで行われ、
その経験や支援のノウハウの蓄積があると考え
られる。自治体によっては、一般的な塾への学
習支援の委託方式なども存在している。しかし、
それぞれの事業・団体により、目的も支援方法
も異なり、現状における学習支援の実態は、認
知されている状況とは言いがたい。
　今後、「子どもの貧困対策の推進に関する法
律」「生活困窮者自立支援法」の制定を契機と
して、自治体は学習支援を事業として立ち上げ
ることになり、これまでの民間のノウハウを活
用していく基盤ができてきたと考えられる。現
状において、特徴のある民間の学習支援事業が
どのように実施されているのか、また学習支援

によって、子ども達の変化はどのような面に現
れるのか、さらに学習支援が虐待予防となりう
る可能性について、実態の一端を明らかにする
ことを目的として、質的調査を実施することとし
た。
　
（２）研究対象と調査方法
　自治体によって委託されて学習支援事業には
様々な形態があるが、A市B区では、学習支援型、
生活・学習支援型の２つの事業を展開しつつあ
る。
　生活・学習支援事業では小・中学生を対象に
子ども家庭支援部門が所管し、自信を持たせ学
習・進学意欲を高めるための生活支援及び円滑
な学校生活を送るための支援をおこなうとされ
ている。実施頻度は週５日13時～ 18時で、民
間の法人に委託されている。
　一方、学習支援は、生活保護課が担当し、生
活保護世帯の中学３年生（中学２年も含む）に対
して高校受験合格を目的として学習支援を行っ
ている。頻度は週２日で18時～ 20時、民間の
法人及び大学、塾を経営する会社などに委託さ
れている。
　生活・学習支援型を設置している数は少なく、
どのような状況で実践されているかは、明らか
になっていない。また、学習支援のみ行ってい
る事業との相違点なども不明である。そのため、
生活・学習支援型と学習支援型の両者のスタッ
フにインタビューを実施し、支援の特徴、支援
方法、対象等比較した。さらに、学習支援と生
活環境の改善の関連、及び児童虐待予防の効果
について、それぞれの事業の可能性を検討して
いく。
　また、実際に子どもと接している大学生の存
在は大きいと考えられ、どのような点にやりが
いや、困難点を感じているのか、調査を行うこ
ととした。C区では大学を中心に教員養成課程
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の学生が学習支援に関わっており、調査に協力
をえることができた。大学生にグループインタ
ビューを実施し、学生の学習支援に関する意識
について、探索した。
　インタビュー調査の実施は、筆者の所属する
研究会メンバーの協力を得て、複数で行い、分
析も複数で行った。事前に調査の依頼を行い、
インタビュー調査の依頼文をお渡ししたうえ、
調査の目的を説明し、インタービューガイドア
プローチ（Patton 2002）に基づき、インタビュー
を行った。インタビューガイドの内容は、以下
のとおりである。
　① 子どもたちへの学習支援はどのように行っ

ていますか？
　② 学習支援を行う上での困難点はどのような

点ですか？
　③ 実施する上で子どもたちの変化はどのよう

な点ですか？
　④ 学習支援を行っていて良かった点を教えて

ください。
　⑤ その他、ご意見を教えてください。
　インタビューについては、下記の日程で実施
した。E事業所、F事業所に関しては、終了後
に学習支援を行っている場所の見学もさせてい
ただいた。
　①C区D事業所（学習支援事業所）
　　 2015年３月19日18時～ 19時：学生ボラン

テイア６名にグループインタビュー
　②B区E事業所（生活・学習支援事業所）
　　 2015年５月18日18時半～ 20時半：支援ス

タッフ２名に調査の目的の説明、その後イ
ンタビューの実施。修了後に見学

　③B区F事業所（学習支援事業所）
　　 2015年６月８日18時半～ 19時半：支援者

２名に対して調査の目的の説明
　　 2015年７月24日17時～ 18時：支援スタッ

フ３名に対してインタビューと見学

（３）倫理的配慮と分析方法
　倫理的配慮に関しては、以下のように説明し、
了解を得た。
　① ICレコーダーで録音し、逐語化して、グ

ループインタビュー法等により分析を実施
します。逐語化したデータは研究以外に使
用せず、そのまま公表はしません。

　② 分析に際して個人が特定されないように匿
名性に配慮いたします。

　③ 個別の事例の内容についてではなく、全体
の支援プロセスについてお尋ねします。

　④ インタビューの途中でやめることができま
す。

　⑤ 分析結果は、御連絡をいただきましたら、
御確認いただく機会を設けます。

　⑥ 本研究については、学会等においても発表
を検討しています。

　インタビュー結果は逐語化し、質的データ分
析法（佐藤 2008）を参考に分析を行った。
　E事業所、F事業所におけるインタビューは、
運営スタッフへのインタビューであったため、
生活支援・学習支援の両者の比較を行い、児童
虐待予防の視点も探った。一方、D事業所にお
けるグループインタビューは学習支援を行って
いる学生に対するインタビューであるため、E・
F事業所の分析とは別に、学生の目線で学習支
援がどのような意味をもちうるのか検討した。
　結果の妥当性については、分析後に、E事業
所、F事業所の調査協力者による点検を行うこ
とができた。

Ⅲ　調査結果
（１） 生活・学習支援事業所と学習支援事業所

の比較検討
１　概要
　E事業所とF事業所は、同じ地域でそれぞれ
高齢障害、若者支援という異なる領域で実績の



研究所年報 46 号　2016年１月（明治学院大学社会学部付属研究所）

─ 40 ─

ある法人である。
　表１に示すように、E事業所は、以前は地域
振興部門、現在は子ども家庭支援部門が管轄し、
小中学生を対象の生活・学習支援を行っている。
F事業所は生活保護家庭の中２、中３を対象に
学習支援を行っている。利用対象の人数は、E

生活支援事業では小学生が中心で一日につき上
限８人、F学習支援は、週２回中学生30人が限
度となっている。いずれも、常勤スタッフの他
に学生の支援者の存在がある。支援者と子ども
の人数は１対１が望ましいが、３対１になるこ
ともある状況である。

表１　事業体制の比較

E事業所　生活・学習支援 F事業所　学習支援

•高齢・障害者支援の法人。学校に行かず在宅
する子の支援が必要と考えた。

•開設時は放課後支援の地域振興部門が担当、
現在は子ども家庭支援部門が担当。

•一戸建ての住宅
•常勤２名、非常勤２名と大学生ボランティア
利用対象は要綱上は小１から中３。一日につき
６名～８名が定員

•毎週5日間
•マンツーマンか２人、３人が限度

•若者支援の法人
•保護課の事業、開設時より予算が４割カット
で非常に厳しい。
•場所は法人の若者支援をしているスペースを
活用。
•常勤１名、アシスタント10名.。心理学部の学
生が中心　時給約1,000円
•登録者数43名。
•生活保護受給家庭　中３生対象。H27.4月から
は中２の子も対象。１日30人までの受け入れ
が限度。実際は20 ～ 25人。
•毎週　水、金　18：00 ～ 20：00
•１対１の支援が望ましいが、最近３対１

表２　新しいニーズへの対応

E事業所　生活・学習支援 F事業所　学習支援

•中学生への夜の活動は、法人独自事業。赤字
で法人が負担。

•学習支援予算以外に、試験前や日曜日にボラ
ンティアで来てくれる学生もいる。
•学習支援を巣立っていた高校生のフォロー。
今年度からはふれあい助成金（市だと30万円
出る。）。

表３　利用している子ども・家族の特徴

E事業所　生活・学習支援 F事業所　学習支援

•子どもの利用に関しては子ども家庭支援担当
を通して受け入れ。

•子どもはほとんどひとり親世帯、若い世代で
養育力が低い世帯が増え、養育支援、生活支
援が必要。

•小学生は徒歩圏、中学生は自転車で通える範
囲。関連があるのは小学校は４校、中学校は
３校。学校と子課の連携で気になる子はピッ
クアップされて、行政がかかわっている。

•活動始めて2年で、半数が来られなくなり、
その子たちへアプローチが非常に重要。それ
に合わせての柔軟な制度設計が必要。

•親ごさんへのフィーッドバックは連絡帳来な
くなった子のアプローチは、学校にお迎えに
行っていることもある。家庭訪問、面談も実施。

•生活保護世帯（生活困窮世帯も対象であるが
現在はいない）
•ひとり親家庭多く、大人を信用できないとか
学力に自信がない子が多い。親以外に世の中
には信用できるおとながいる、あなたを助け
たい大人がいるんだということを知ってもら
うことが大事。
•学校に行けていなくても月１回学習支援にだ
けは来る子もいる。
•おなかすかせて来る子がいる。交通費がない
子がいる。親に「手続きのこと が伝わらない
こともある。
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　両事業所は、新しいニーズに対して、法人が
独自に支援を行っている。表２のとおり、E事
業所は、小学校から支援していた中学生への夜
間学習支援を行い、F事業所では、試験直前の
学習と学習支援を卒業した高校生へのフォロー
を実施している。
　利用している子ども、家族の特徴としては、
表３のとおり、どちらの事業もひとり親世帯が
多い。
　E事業では、小学生の場合は徒歩圏、中学生
は自転車で通える範囲である。生活習慣のみな
おし、体験を重視しているが、来られなくなる
子どもへのアプローチが必要であり、保護者へ

は連絡帳などを活用し、面接、家庭訪問も実施
している。
　一方、F事業所の場合、区内の生活保護世帯
の子どもを対象としているが、中には不登校の
子ども、おなかをすかせている子ども、交通費
がなく長時間歩いてくる子ども、保護者が手続
きの理解がない場合などがあり、学習支援とと
もに心のケアを重視している。
　表４に支援の特徴としては、どちらも基礎学
習を重視しているが、E事業所は、生活体験、
食育を特徴としており、日々の行事に加え、野
外体験、SSTなどを取り入れ将来何になりたい
かによって学習のモチベーションを高めてい

表４　支援の特徴

E事業所　生活・学習支援 F事業所　学習支援

•子ども家庭支援担当の連携会議に参加、学校
カウンセラー、専任と情報交換、顔が分かり
やりやすい。

•青少年の居場所を作るという方向であったが
学習支援の色が強い。費用は一日100円。

•基本理念は①生活習慣を整える、②学校を楽
しく、③生活の体験、経験を積んでいく。

•生活習慣については、挨拶、礼儀などしつけ
のし直し。身だしなみを整えるというところ
は厳しくやると、それが嫌でこれなくなる子
もいて、むずかしい。

•生活基礎の部分から見直して読み書き計算、
体操・ゲーム等体を動かすことをやる。イベ
ント体験、野外体験、SST、実験、一緒に鍋
を囲むなどの体験。

•将来何になりたいかは、勉強するにあたりモ
チベーションになる。

•生活保護部門の教育支援専門員に塾の様子を
伝える。学校との連携はうまくいっていない。

•学習内容は、生徒がやりたいもの。学校の宿
題など。通常の学習の時は中１～２年の内容
を中心に、小学校の内容まで戻って行う場合
もある。

•定期試験前は基本的にはその範囲を集中して
勉強している。

•野球のボードのようなものに、子どもとボラ
ンティアが組むかを決める。前準備をしっか
りやっている。

•できたところをほめていく。得意なと ころを
伸ばす

•一番力を入れているのは「心のケア」生徒へ
の具体的な声かけは、共感、ねぎらい、否定
をしない。

•解決ではなく、話を聞いてあげる。そうする
と生徒の問題が聞けることがある。

表５　支援している学生の存在

E事業所　生活・学習支援 F事業所　学習支援

•大学生は子ども達と近い、子どもたちがより
身近に見れる自分のロールモデル、人生のモ
デリングができるようになる。

•「僕なんかが教えてもいいの？」というよう
な自信の無いアシスタントもおり、逆に児童
に寄り添えている。

•先輩アシスタントの姿を見て、後輩アシスタ
ントが体得していている。

•アシスタントと話をすることを楽しみに来る
生徒もいる。年の近いお兄さん、お姉さんと
いうかかわりが近いアプローチになる。キャ
リアモデルになっている。
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る。あまり、生活面で、身だしなみの指導など
すると来なくなることもあり、難しいという。
F事業所では、学習支援の上で、心のケアを重
視し、子どもの話を聴き、共感、労い、否定を
しないことを心がけているという。
　支援している学生の存在は、表５どちらの事
業にとっても、スタッフより年齢が近く、子ど
もにとって、ロールモデルとしての存在となっ
ている。
　それぞれの事業において、表６子どもの変化
として、コミュニケーションが取れるようにな
る、よく話すようになるなど認識している。
　また、子どもが安心できる居場所となり、児
童虐待の予防としての意味があるが、表７にし
めされたように、E事業所では、子どもの変化
に気づく、保護者の悩みを相談にのり関係機関
につなげる、カンファレンスする等共有してい
る。F事業所でも表３の利用家族の特徴として、
生活保護を受けていてもおなかをすかせている
子ども、交通費がない子もいるなどネグレクト

状況について散見される。
　評価については、E事業所では生活支援が中
心であるため、測定が難しい。F事業所におけ
る学習支援の場合、高校の進路結果が評価につ
ながりやすい。生活面の改善、コミュニケーショ
ン力などは、目に見えにくく、評価しにくい。
生活支援の前段における子ども食堂などのアウ
トリーチ的アプローチが今後の展望として挙げ
られた。また、表２にもあったように、中卒後
の高校生への支援は、若者支援、引きこもり支
援との連携をおこなっている法人としての特徴
が生かされている。

２　小括
　生活・学習支援型のE事業所と学習支援型の
F事業所は、管轄する部署が異なり、支援形態
に違いがある。前者は一戸建の一般的な住居で、
台所・お風呂があり、小学生を中心に生活習慣
の見直し、学習支援活動が行われている。それ
に比較して、後者は、学習塾のような外観で、

表６　子どもの変化

E事業所　生活・学習支援 F事業所　学習支援

•コミュニケーションの取り方うまくなり、学
校の友達と遊びに行けるようになる子もいる。
•毎年夏休みにいろいろな問題をおこしていた
子が、通うようになり２、３か月で夏休みむ
かえたが、初めて警察に補導されなかった。

•友達関係が理由で不登校の子がきて、たくさ
んの大人たちと話している。大人はいろいろ
くんでくれるので安心感を持つ。

•身構えていた子がよく話すようになる。家で
認められていない子が多い。
•「将来何になるか決めた、将来学習支援をや
る」という生徒もおり、アシスタントがキャ
リアモデルになっている。

表７　児童虐待の予防的役割

E事業所　生活・学習支援 F事業所　学習支援

•定期的に子どもたちが活動に来るため、少し
の身体や表情の変化に気が付くことができる。
•保護者の相談にも乗っているため、保護者が
抱えている悩みや状況などを共有することが
できる。早急な必要があれば、関係機関へ繋
いだり、カンファレンス等の機会を使って支
援機関で情報を共有することができる。

•問題が多い子の方が来る。家に居づらい。家
に居場所がないからここに来るしかないとい
うこともあり得る。
•虐待発見、予防。日頃の会話、関係づくりの
中で発見するしかない。
•関わりが特徴的。初めて会う人に対しては、
会った瞬間は豹のように怯えた目で私たちを
にらむ。
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生活保護世帯の中学２、３年生の子どもを対象
としており、人数も多く、ハード面、規模等全
く雰囲気が異なるものであった。共通する点と
して、対象はひとり親世帯が多く、不登校傾向
の子どもが多いことがあげられる。また、支援
する学生が子どもの将来的なモデルになる点、
ネグレクト等、子どもの状況の厳しさについて
触れられた点も共通していた。

（２）支援学生へのインタビュー結果
１　概要
　インタビューを実施した学生６名は、同じ大
学であるが、学科は様々で、教職課程をとる点
のみ共通している。将来的に教職に就く可能
性があり、子どもに学習を教えることについて

のモチベーションは高く、教え方についてなど
様々な工夫が多く語られた。
　学生が行っている支援方法の工夫としては表
９にしめした〈①基礎に戻るなどの教え方（１
対１を基本、小学校の教科書の活用、手作りの
教材など）〉、また〈②学習するうえで子どもと
関係性を築くこと〉、コミュニケーションをと
る事や、目標・目安を設定しクリアしていくこ
と、ほめることがあげられた。
　学生が感じる支援上の困難は（表10）〈①学生
側の時間的制約、学習支援をおこなううえの力
量、体制上の課題〉に加え、〈②子どもの要因、
生活環境の厳しさへの気づきとアプローチの難
しさ〉があげられた。
　そうした困難点はあるが、表11に上げられ

表８　評価、今後の展望

E事業所　生活・学習支援 F事業所　学習支援

•効果の測定は全くやっていない。はっきりし
ない。

•ハイリスクアプローチで作られている。もっ
とポピュレーションで中からピックアップす
る機能を充実させないと予防、事前の手立て
ができない。

•地場で活動できるような団体へ支援し、子ど
も食堂とかからが必要。

•ベースは学校の進路相談であるが、中には受
験校のランクを落とした子もいるものの、一
昨年31名、去年39名、全員合格をした。

•塾代を出せばいいという考えとは根本的に違
う。人を信頼する土台がないと勉強など子ど
もは乗ってこない。

•中卒での就労の困難さ、高校中退の心配あり、
誰かが見ていないと、その子がカウントされ
ない、社会とのパイプが切れてしまい、ひき
こもりになってしまう。

表９　学生が行っている支援方法の工夫

①基礎に戻るなどの教え方 ②学習するうえで子どもと関係性を築く

•中学生で、かけ算、分数できない子もいるので、
できないところに戻って基礎からから学習。
•やっている中で復習が必要だと感じたときに
は、小学校の教科書を活用。

•１体１を基本、先生が作ってくれる教材は手
作り感があるので自分たちで教材を作ったり
する場合もある。

•学生の人数によっては、１対１で見れない場
合もあって、学力が近い生徒同士を組み合わ
せ生徒同士が考えたり、教え合ったり、助け
合うよう意識して取り組む。

•外国の生徒もいて小学校の漢字もわからない
ため、数学を教えているときでも、文章題で
漢字を教えるなど 教科に拘らず教えている。

•勉強を教える前に、生徒が緊張していること
もあるので、まず関係性を築く。

•軽いコミュニケーションからはいる。生徒の
やりたいことだけでなく目標だったり、目安
を設定して、どんどんステップアップするよ
うにしている

•必ず１つは、ほめて、オーバーなくらいほめ
るようにしている。
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るように、学習支援を行う中で、子どもの変化
も感じており、〈①学習効果の実感〉があり、〈②
受け身だった子どもの能動的な変化〉に気づき、
さらに〈③保護者からのフィードバック〉がプ
ラスの効果になることも指摘されている
　学生としてのやりがい、やって良かった点と
しては、表12に示されたように、〈①子どもに

学力、自信が付き成長の実感〉〈②子どもの居
場所、キャリアモデル〉となっており〈③生活
保護家庭の環境を知ったことなど大学生側の成
長〉である。学生は、自分の生活環境と子ども
たちの生活環境の違いに現時点で配慮を必要と
感じ、さらに、生活保護家庭の生活環境を知っ
たことが将来的に教員になった時に役立つと感

表10　学生が感じる支援する上での困難点

①学生側の時間的制約や力量、体制的課題 ②子どもの要因、生活環境の厳しさへの気づきと
アプローチの難しさ

•学校内での状況というのをなかなか知れな
い。限られた曜日でどう関係を築いていくか
考える。

•夜遅い時間になるので、子どもが帰る道が心
配だし、大学生の拘束時間とかも長くなるの
で、やりたいことはたくさんあるが、別にやっ
ている。

•社会が専門で、専門以外教えるのが難しいと
感じる。担当が代わり、情報が伝わらず、教
え方が違ったりして難しい。

•教える前、１、２年生は授業もフルであり、
準備不足になりやすい。

•生徒同士の関係が なかなかよくならない。
•経済的なことから精神的に不安定になった
り、継続的にこれない子もいるので、間が空
いたりして勉強がすすまない。
•教材でも英語を教えていて「私のお父さんが」
と言う所で、ここにいる子は「オレお父さん
いないし」という子がいてを気を付けなきゃ
と思った。
•帰ればご飯があるの当たり前で、恵まれてい
ると言うことが、生徒と接する中で気づいて
きて、生徒の中には、今日は、ご飯が食べれ
ない子もいて、生徒のことを理解しながら話
を進めることに気をつかう。
•１、２ヶ月これない子がいるが、アプローチ
も簡単ではなく、区役所経由でやってもらわ
なく手はいけなくて難しい。

表11　学生が感じる子どもの変化

①学習効果の実感 ②受け身だった子どもの
能動的な変化 ③保護者からのフィードバック

•自分からバカなんだよねと言
う子が、毎回英語の単語小テ
ストやり、だんだん覚えられ
て、10点とれるようになっ
た。、自分はクラスで１番バ
カだけど、単語は覚えると口
にするようになって、「だけ
ど」と続くようになり変わっ
たと思った。
•学校ではオール１で、勉強が
然できない子、半年一生懸命
やって、何とか基礎をつみか
さねていって、定時制にいく
かと思ったら全日にいった。
毎朝早い時間に起きて学校に
行って、部活もやっていると
聞き僕たちがやっていること
は意味があると思った。

•おとなしい生徒とかで、私か
ら聞いていた子がだんだん自
分から言うようになったり、
自分から何かやるようになっ
て変化を感じる。

•教材を提示していたのを自分
から持ってきたときとか、生
徒から大学生の名前を呼ぶよ
うになったりするとちょっと
慣れたのかなという気持。

•緊張感で始まるが、自分たち
の工夫を続ける中で、最初は
下むいて、助言しても耳には
いらない子だったが、自分か
ら、こういうことがあるんで
すと目を見て話し、自分から
顔を上げていて、言うように
なった。

•保護者の方から嬉しい言葉を
いただく事もあると嬉しい。
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じている。
　学生からの要望と課題としては、表13〈①
安心して受け入れられる運営体制〉〈②学校保護

課との連携・相談できる場〉〈③学習支援システ
ムの充実〉等、実際に携わったことからくる貴
重な指摘が述べられている。

表12　学生が感じるやりがい、やって良かったこと

①子どもに学力・自信がつき
成長の実感

②子どもの居場所、
キャリアモデル

③生活保護家庭の環境を
知ったことなど大学生側の成長

•先生のお陰でテストできたよ
とか、成績が上がったと言っ
てくれるのは目に見えて分か
り易いのでやりがいがある。

•生徒が、結構簡単だったと
言ってくれ自分の教え方が良
かったと分った。

•自信が持てなくて、教えても
らっているときはできても、
いざテストで、自分の力が出
せない子とか、前回より上が
りましたとか、目に見えて、
自信がついたと生徒が感じら
れるとやりがいがある。

•人に対して挨拶できなかった
外国につながる子が、高校に
合格し、生活保護の担当の人
に、ありがとうございました
と挨拶で、人間としても成長
できたと思うこと。

•担当していた子について、悩
んで悩んでどうやって進めた
らいいか、どうやったら来て
くれるようになるかなとか悩
んだ文だけだけ、最終目標は
高校にはいることで合格でき
たよと言ってくれたとき。

•生徒が楽しそうにしていてく
れたり、笑顔でいてくれたり、
ときには悩みを打ち明けてく
れたり、居心地が良いのなら、
やっていて良かったと思う。

•高校に合格して、ここの先生
達が良かったから、この大学
に行きたいと言ってくれた。

•生活保護の家庭で育っている
子のことは、今まで分からな
かったので、家庭環境を知る
ことができたのは、やっぱり
大きい。
•生活保護家庭の子どもと関わ
る機会がなかったので、悩み
や、家事を全部でやっている
等、教員になったとき勉強が
できない理由には家庭環境も
関わるんだと分かっていると
は違うと思う。
•大学生同士の絆が強まったと
思うのですが、ひとりひとり
生徒の支援を考えるに当たっ
て、大学生同志で意見を出し
合って一生懸命になれたし、
中学生に絆を作ってもらって
良かった。
•この支援自体を大学生の段階
で携われることは将来のプラ
スになると思いますし、自分
以外の人が生徒とどう関わっ
ているのか見る機会も参考に
なる。自分たちも成長してい
ると感じたりもする。

表13　学生からの要望と課題

①安心して受け入れられる
運営体制

②学校・保護課との連携・
相談できる場 ③学習支援システムの充実

•課題になっていることは、学
生の人数が少ない事

•生徒が休んだときに連絡して
くれると良い。そういうとき
ばかりではなく、こちらから
生徒に直接連絡することがで
きなくて、来ないと、何か遭っ
たときに、誰も所在が分から
ないようだと心配。

•卒業した子が元気な姿を見せ
てくれると嬉しいが、この体
制では戻ってくる体制がない。
大学生も変わってしまうし、そ
の後楽しくやっているのかな
と、連携がとれると良いと思う。

•生徒の言っている中学との連
携がもうちょっとほしい。外
国籍の生徒とか、取り出し
授業とかやっているが、どう
やっているのか、こちらでも
どう教えたらいいか、学校側
とも相談できると良いと思う。
•関わっている人が集まって、
大学生が思っていること困っ
ていることを相談できる場。

•準保護のことか外国籍の子と
か、躓いている子、なかなか
中に入れない子のネットが必
要、全員が何かしら地域の力
を受けられるようなシステム
になると良い。

•アドバイザーの元校長先生や
教員の方がいて、ボランティ
アへの支援がある。ここは恵
まれているが、こういう事業
は子どもと教える学生への支
援が必要。
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２　小括
　学習支援を行っている学生は、子どもの言動
や学習方法等について、情報の交換を行い、学
習支援方法について工夫していることが伺われ
た。学生側が子どもを受け止めていくかかわり
の過程で、子どもの言動が能動的に変化し、学
習効果にも結び付き、学生側もやりがいを感じ
る様子が語られた。また、ひとり親の子ども、
外国籍の子ども、家事を担う子ども、食事の用
意がない子どもなど、生活保護世帯の生活環境
の厳しさについて、学生の理解が深まっている。
さらに教員になった場合に、こうした子どもを
とりまく環境についての認識が、将来役立つと
学生自身が感じていた。学生たちは、多様性へ
の理解や配慮、学習困難な子どもたちへの具体
的な支援について、この事業の経験の中で学ん
でいると推察された。

Ⅳ　考察
（１）子どもに対する支援としての期待と課題
　生活・学習支援型のE 事業と学習支援のF事
業は対象年齢、アプローチ、支援の方法など異
なっている。さらに学校など関係機関との連携
方法も異なっている。表４にあるように、E事
業の場合、子どもに関わる関係機関の連携会議
に参加しているが、F事業所では、生活保護課
のみと連携している。この点は、所管している
行政機関の連携方法に類似していると推察され
る。子ども家庭福祉部門は、児童虐待等にかか
わり、要保護児童対策地域協議会の運営をする
など子どもに関わる関係機関との連携を日常的
に行っている。一方、生活保護部門の場合に
は、世帯主等中心の支援が中心であり、子ども
の関係機関との連携会議の主催を行うことは少
ない。そのため、それぞれ主管する部署の特徴
が反映されていると考えられる。
　次に、支援している子どものアフターケアに

ついてであるが、小学生支援の場合は中学生、
中学生支援の場合は高校生になってからの支援
が課題である。この度の調査では、両法人とも
に、これらの新しいニーズに対して、法人独自
で先駆的な対応を行ってしのいでおり、公的な
支援においては、今後の課題である。
　この点イギリスにおいては、周産期から社会
に出るまでの継続的で総合的支援プログラムが
策定・実行されており参考になる（岩重・埋橋・
フラン 2011）。
　生活・学習支援型における支援内容は、不登
校支援のフリースクールに類似しているが、対
象は異なっている。一般的フリースクールの場
合、文科省の調査では、一団体平均約13.2人が
利用し、費用は月額平均33,000円の負担となっ
ている。小中学校の不登校の児童12万人のうち
こうした民間団体に通う子どもは約4,200人で
ある（文科省 2015）。このように一般的なフリー
スクールには費用負担があるため、生活困窮世
帯の場合には利用困難な世帯が多いと考えられ
る。今回の調査では、生活・学習支援型の利用
負担は、一日100円としており、これまでフリー
スクールには通えなかった生活困窮世帯が対象
となる。なお、この度調査を行った事業所の場
合、規模は若干小さく、生活面の支援、体験が
重視されているが、生活面の指導が厳しいと来
なくなる子どもがおり、柔軟な運営と来なくな
る子どもへのアウトリーチが必要ということで
あった。
　自治体によっては生活保護世帯の学習支援型
は、一般的な塾に委託している自治体もあるが、
今回のインタビューでは「塾代を出せばよいと
いう考えとは根本的に違う。人を信頼できる基
盤、土台がないと勉強など子どもたちは乗って
こない。」という意見があり、また学生のイン
タビューにおいても〈学習するうえで子どもと
関係性を築くこと〉、コミュニケーションをと
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る事や、ほめることの重要性が指摘され、非常
に相互作用の高い面が見受けられた。将来、教
師を目指す学生にとっても、学習と生活環境の
関連性の気づきが語られ、学習と家庭環境につ
いての福祉的な視点、貧困との関連性に理解を
示すことができるきっかけになる。
　学習による教育的効果として、子どもと支援
者との相互交流によって、子どものコミュニ
ケーション力がついていくと考えられるが、評
価基準としては、公立高校への入学が何人等の
成績に焦点化されやすく、子ども一人一人のコ
ミュニケーション力の変化は、可視化はされに
くい。なお学習支援に関して、スティグマの懸
念があったが、今回のインタビューでは、その
点は不明で、むしろ学習支援は保護者にとって
抵抗感なく受け入れやすいような印象である。
　学習支援事業の対象は、ひとり親家庭、外国
籍などが多く、保護者自身も不登校傾向であっ
たり、養育能力の低いなど子どもに登校させる
という認識が乏しいこと、子どもが家事全般を
担っていること、また食事が用意されていない
などネグレクトの傾向が垣間見られる。児童虐
待の対応としてとして、生活支援型では、入浴、
食育などの支援は可能であるが、学習支援型で
はご飯が用意されていない子へのフォローまで
は対応困難である。一方、いったんネグレクト
以外の、身体的虐待などが発生すると、生活支
援型の場合に、利用者が近所に居住していると
いう地域性から情報が筒抜けになる可能性が指
摘された。現状では、第三次予防（家族再統合・
重度の虐待事例）に関して、子どもが一時保護
された場合に戻ってきにくくなること、子ども
自身も居場所がなくなることなど限界があると
推察される。しかし、両事業ともに、虐待の早
期発見という第一次予防、第二次予防としての
ハイリスク対応、特に在宅のネグレクト支援に
ついては十分に期待できる。

（２）研究の限界と意義
　本調査は、ごく一部の事業所のスタッフ、学
生へのインタビューであり、学習支援の内容に
関して、普遍化できるものではない。
　しかしながら、生活学習支援型、学習支援型
の対象と支援アプローチの相違点を理解するこ
とができた。子どもの話を聴き、関係を作る中
で、受け身だった子どもが学力をつけるだけで
なく、自ら言葉を発し、コミュニケーション力
をつけ成長していく過程についてはそれぞれの
場で、同様に語られた。さらに、支援を行って
いく中で卒業し、次のステップに行く子どもに
対するアフターフォローのニーズが生じ、法人
独自の先駆的な支援を実践していることも言及
された。これらの新しいニーズは、今後、行政
サイドでもシステム化されることが望まれる点
である。
　学習支援を行っている学生からは、生活保護
に準ずる生活困窮世帯、外国籍の子どもへの地
域のネットワークの必要性、支援している学生
への支援など経験に基づく貴重な提言を得るこ
とができた。学習支援の経験は、子どもの置か
れている生活環境の要因について学生が理解す
るとともに、学生が子どもたちのキャリアモデ
ルとなる意義も大きい。学生にとっても将来的
な糧になり、福祉的視点を持つ人材を育成して
いく仕組みになりうると考えられる。
　児童虐待の予防に関しては、生活・学習支援、
学習支援型のどちらもともに、細やかな個別的
支援が行われている実態が明らかになった。行
政、学校などの公的機関だけでは実施できない
学齢層への新たな支援であると言える。しかし、
こうした支援も現状では、地域のごく一部での
実践であり、また、実際の虐待に関しての第三
次予防については限界があり、社会的養護の実
践との交流など今後の課題である。
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　この度、調査にご協力をいただき、貴重なご
意見をいただきましたことに深く感謝申し上げ
ます。このインタビューが今後の取り組みに役
立つことを願っています。
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